
令和６年度第２回横浜地域地域医療構想調整会議 議事次第 

日時：令和６年12月９日（月） 18時00分～ 

会場：神奈川県総合医療会館 １階会議室  

ウェブとの併用（ハイブリッド形式） 

１ 開会 

２ 議事 

(1) 2025プランの変更について 〔資料１〕

(2) 有床診療所の「2040年に向けた医療提供プラン」の策定状況 〔資料２〕

３ 報告 

(1) 令和６年度病床整備事前協議 〔資料３・参考資料１〕

(2) 病床整備事前協議により配分を受けた病床の入院料等の変更の取扱い

〔資料４・参考資料２〕

(3) 県の補助事業における地域包括医療病棟の取扱い〔資料５〕

(4) 定量的基準による分析結果とデータ分析事業〔資料６〕

４ その他 

５ 閉会 

【配布資料】 

資料１ 2025プラン変更案件一覧 

資料２ 有床診療所の「2040年に向けた医療提供プラン」の策定状況 

資料３ 横浜市記者発表資料（病床整備事前協議） 

資料４ 病床整備事前協議により配分を受けた病床の入院料等の変更の取扱い（横浜市資料） 

資料５ 県の補助事業における地域包括医療病棟の取扱い 

資料６ 定量的基準による分析結果とデータ分析事業 

参考資料１－１ 令和６年度病床整備事前協議 

参考資料１－２ 横浜地域事前協議公募要件 

参考資料２ 病床整備事前協議により配分を受けた病床の入院料等の変更の取扱い（神奈川県資料） 

参考資料３－１ 医療介護総合確保法に基づく令和６年度神奈川県計画（医療分）策定の概要 

参考資料３－２ 医療介護総合確保促進法に基づく神奈川県計画（R6年度分）医療分事業（案）一覧 

参考資料３－３ 令和２年度・４年度・５年度の国財源における活用事業の事後評価について 

参考資料４ 令和６年度第１回横浜地域地域医療構想調整会議の結果概要 

参考資料５ 病棟編成の変更について（牧野記念病院） 



令和6年度「2025プラン」変更提出病院一覧 資料１

一般 療養 精神 結核 感染
症 計 一般 療養 精神 結核 感染

症 計 高度 急性 回復 慢性 休棟 介護 計 高度 急性 回復 慢性 休棟 計 高度 急性 回復 慢性 休棟 計

1 牧野記念病院 横浜 2018 183 183 183 183 84 49 50 183 101 32 50 183 101 32 50 183

2 県立こども医療セン
ター 横浜 2018 379 40 419 379 40 419 80 209 50 40 379 87 213 50 40 390 87 213 50 40 390 【診療科目】

名称変更：血液・再生医療科→血液・腫瘍科

No 病院名
二次
医療
圏

前回
提出年
度

病床種別（許可病床ベース） 病床機能（前回提出時と今回提出時は稼働病床ベース）※精神病床は計上されない。

その他の変更点 備考前回提出時 今回提出時（2024年） 前回提出時 今回提出時（2024年） 2025年

○急性期病棟（32床）を地域包括医療病棟に転換することに併せて
回復期（地ケア）17床を急性期（地域包括医療病棟）に転換

○平成30年度の病床配分で増床した11床（高度急性期６床、急性期５床）の反映
○急性期１床を高度急性期（HCU）に転換
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 横浜市では、今後の高齢化の進展に伴って、医療需要の増加が見込まれており、「よこ

はま保健医療プラン 2024」では、将来において不足する病床機能を確保することを主要な

取組の一つに掲げています。 

 将来の医療需要を踏まえた病床整備を推進し、必要な病床機能を確保するため、病床整

備事前協議を実施し、医療機関の増床計画を公募します。（公募病床数：471 床） 

 

※病床整備事前協議 

 横浜市では、医療機関が増床を計画する場合、医療法に基づく開設許可申請に先駆けて、病床

整備事前協議を行っています。（療養病床・一般病床に限る） 

 

公募概要 

１ 応募資格 

  病院又は診療所の開設（予定）者 

２ 対象とする病床機能等 

  回復期・慢性期の病床機能を担う病床 

 ※横浜市内の既存の医療機関による増床計画を優先します。 

 ・回復期機能：患者さんの在宅復帰に向けた医療やリハビリテーション等を提供する機能 

 ・慢性期機能：長期にわたり療養が必要な患者さんに対し入院医療を提供する機能 

３ スケジュール 

 ・応募書類の配布・受付期間  令和６年 10 月７日（月）から 11 月 29 日（金）まで 

 ・増床計画の承認       令和７年３月下旬（予定） 

 

詳細は、医療局ホームページに掲載の公募要綱をご確認ください。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/iryo/kikan/byosho/R6byousyouseibi.html 

 

【よこはま保健医療プラン 2024 について】 

 保健医療分野の様々な施策を、総合的に体系付けた中期的な指針と 

して横浜市独自に６か年計画を策定しています。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-

iryo/iryo/seisaku/iryoplan/iryoplan2024.files/0090_20240422.pdf 

お問合せ先 

医療局地域医療課 地域医療課長 山本 憲司 Tel 045-671-4819 

令和 ６年 1 0 月 ７日 
医 療 局 地 域 医 療 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

将来に向けた病床機能の確保のため、 
医療機関の増床計画を公募します 
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長方形
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病床整備事前協議により配分を受けた
病床の入院基本料の取扱いについて

横浜市医療局地域医療課

資料４

病床整備事前協議の公募要件（公募要項から抜粋）

1

13



〇令和５年度の病床整備事前協議で配分を受けた医療機関から相談

配分した病床： 回復期（地域包括ケア病棟）

変更を検討中： 回復期（地域包括医療病棟）

※横須賀・三浦地域においても類似の相談事例あり

【経過】

〇横浜市の病床整備検討部会での病床配分案の審査、市保健医療協議会

での承認後に、診療報酬改定にて「地域包括医療病棟」が新設。

〇当該病院において、高齢者の入院受入状況（救急経由）や病棟の構成を

踏まえ、新設された「地域包括医療病棟」での届出を検討。

→病床整備検討部会においては、変更の方向性について了承。

横浜市における具体的な事例

2

〇公募の対象は「回復期・慢性期機能を担う病床」としており、４機能の

区分を指しているため、同一病床機能での入院料等の変更であれば、病床

機能の転換には該当しない。

〇事前協議によって配分を受けた病床については、開設許可後10年間は、

配分を受けた時の機能と病床数を維持することが条件となるが、同一機能

内で入院料を変更しようとする場合は、

あらかじめ地域医療検討会において近隣の医療機関との意見交換を行い、

そのうえで地域医療構想調整会議での協議を求めることとする。

今後の整理
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令和６年度病床整備事前協議についての横浜市の考え方（案） 

１ 配分方法 

基準病床数を病床数の上限と位置付けたうえで、整備目標病床数と既存病床数との差

分である 941床のうち、半分の 471床を公募により配分します。 

   

２ 対象医療機関等 

回復期機能または慢性期機能を担うもの（表１）とします。 

 

表１ 回復期または慢性期機能を担う病床として算定する入院料等 

回復期 
機能 

地域包括ケア病棟入院料 又は 地域包括ケア入院医療管理料 

地域包括医療病棟入院料 

回復期リハビリテーション病棟入院料 

慢性期 
機能 

療養病棟入院基本料 

有床診療所療養病床入院基本料 

障害者施設等入院基本料  

特殊疾患病棟入院料 又は 特殊疾患入院医療管理料 

緩和ケア病棟入院料 

 

３ 配分に当たっての考え方 

(1) 病床の配分は、以下の視点で総合的に評価を行います。 

ア 地域の医療需要との整合性 

イ 地域医療連携に係る調整状況とこれまでの実績 

ウ 運営計画（人材確保計画、資金計画）の実現性 

エ 整備計画（土地確保、建築計画）の確実性 

 

(2) 病床は、以下の点を要件として、配分します。 

ア 病院等の開設等に関する指導要綱の事前協議の申出要件を満たしていること。 

イ 原則として、開設等許可後 10年間は、配分を受けたときの病床機能と病床数を維

持すること。 

ウ 10 年を経過した後も、病床機能や病床数を変更する場合は、事前に地域医療構想

調整会議に諮ること。 

 

(3) 横浜市内の既存の医療機関の増床を優先とします。 

別紙 
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5,573,076

2,120,998
347,326

2,224,316

880,436
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（単位：千円）

区分Ⅰ－１　病床の機能分化・連携 1,732,044 

病床の機能分化・連携を促進するための基盤整備 1,732,044 

急性期病床等から回復期病床等への転換を行う医療機関の施設整備に対して補助
する。

725,279 

医療機関に対するセミナーの開催や各地域での検討会等の取組により、不足病床
機能区分への転換促進や地域医療構想の推進を図る。

9,193 

回復期機能を担う病棟等の開設を行うに当たり、病棟等の開設前6か月に発生する
看護職員の訓練期間中の人件費等を補助する。

32,178 

地域医療介護連携ネットワークの適切・円滑な構築、効果的・持続可能な運用を確
保するため、構築検討地域における費用に対して補助する。

2,197 

慢性腎臓病の実態についてデータ解析を行い、そこから得られた結果から適切な受
診勧奨を行う。

2,616 

ＥＨＲ構築の検討を進めている横須賀市及び鎌倉市を中心としたＥＨＲ構築事業に
対して補助を行う。（R7執行予定額：448,035千円）

499,992 

市町村が実施する、地域における連携体制の構築等の取組及び、心臓リハビリテー
ションに関連する設備整備に係る経費に対して補助を行う。

38,030 

県西地域における中核的な医療機関である小田原市立病院及び県立足柄上病院
の再整備に要する経費を補助することを通じて、地域における病床機能の分化・連
携を進める。（R7執行予定額：910,572千円）

14,622 

川崎地域における中核的な医療機関である川崎市立川崎病院の再整備に要する
経費を補助することを通じて、地域における病床機能の分化・連携を進める。

271,359 

- 緩和ケア推進事業 緩和ケア病棟の整備を行う医療機関に対して補助を行う。 136,578 

区分Ⅱ　在宅医療の推進 354,414 

在宅医療の体制構築 150,363 

在宅医療の推進のため、在宅医療に係る課題の抽出や好事例の共有等に取り組
む。
・協議会開催（県全域、保健福祉事務所単位）
・研修会、普及啓発事業（各地域）

2,782 

群市医師会が実施する在宅医療の推進に資する事業（地域支援事業は除く）に係る
経費について補助する。

7,168 

在宅医療従事者等の多職種連携と医療的ケアのスキル向上に向けた研修拠点と、
患者や家族が在宅医療を直接体験できる拠点となる在宅医療トレーニングセンター
の設置・運営に係る経費に対して補助する。

28,000 

在宅で看取りまで行い、かつ、看取った患者に対する死体検案及び死亡診断書・死
体検案書の作成まで適切に行うことのできる地域の医師を育成する研修を実施す
る。

754 

在宅医療を担う診療所及び訪問看護ステーションが退院支援に積極的に取り組む
ために必要となる人件費に対して補助を行う。

42,240 

新たに在宅医療に参画する、もしくは在宅患者の一層の受入強化に取り組む医療
機関が必要とする医療機器の整備に対して補助する。

45,600 

4
訪問看護推進支援事
業

　在宅医療の進展及び高度・多様化する訪問看護のニーズに対応するため、訪問
看護推進協議会を設置し、在宅医療への支援のあり方を調査・検討するとともに、
訪問看護に従事する看護職員の養成・確保・定着を図り、訪問看護の提供体制を整
備する。

23,819 

3
在宅医療施策推進事
業

1
病床機能分化・連携
推進事業

2
構想区域病床機能
分化・連携推進事
業

概　要 R6執行予定額

医療介護総合確保促進法に基づく神奈川県計画（R6年度分）医療分事業（案）一覧

区
分
体
系

№ 計画事業名

※過年度積立分も活用して事業を実施する。

参考資料 ３－２
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概　要 R6執行予定額
区
分
体
系

№ 計画事業名

在宅歯科医療における口腔ケア等の充実及び医科や介護との連携強化 173,150 

在宅歯科医療提供体制の充実を図るため、医科や介護との連携の促進や地域の
相談窓口などの役割を担う在宅歯科医療中央連携室を１箇所、在宅歯科医療地域
連携室を各地域に設置する。

137,556 

在宅歯科医療地域連携室と連携する休日急患歯科診療所等において、訪問歯科を
受けている在宅要介護者等で一般歯科診療所では対応できない重度な口腔内疾患
等への治療機会を確保するために実施する歯科診療に係る経費及び施設・設備整
備費に係る経費の一部を補助する。

31,726 

6
口腔ケアによる健康
寿命延伸事業

　高齢者における要介護状態の入り口のひとつである口腔機能の低下を回復可能
な段階で改善するため、オーラルフレイル改善プログラムの普及を地域におけるモ
デル事業として行う。

3,868 

小児の在宅医療の連携体制構築 19,526 

7
小児等在宅医療連携
拠点事業

在宅療養を行う医療依存度の高い小児等やその家族が地域での療養生活を支える
体制を構築するため、会議体、相談窓口の設置、研修の実施等を行う。

19,526 

在宅医療を担う人材の確保・育成 11,375 

8
訪問看護ステーショ
ン教育支援事業

訪問看護ステーションの訪問看護師の実践的な研修体制を構築し、県内における在
宅医療提供体制の充実を図る。

10,500 

9
措置入院者退院後支
援事業

措置入院者の措置入院解除後のフォロー体制を構築し、措置入院者に退院後の医
療等の継続的な支援を行う。

875 

区分Ⅳ　医療従事者の確保・養成 2,570,853 

医師の確保・養成 544,812 

県内の医師不足病院等を把握・分析し、医師のキャリア形成と一体的に医師不足病
院の医師確保の支援等を行う地域医療支援センターを運営し、医師の偏在解消を
図る。

39,383 

医療従事者の離職防止や定着促進、医療安全の確保等を図るため、勤務環境改善
に主体的に取り組む医療機関を支援する。

9,314 

救急医療の適正受診や救急車の適正利用、医療資源の有効活用の側面から効果
がある♯7119の広報を実施する。 15,040 

地域医療を担う医師を確保及び育成するため、北里大学、聖マリアンナ医科大学、
東海大学、横浜市立大学、日本大学の地域医療医師育成課程の学生を対象とした
修学資金の貸付を行う。

142,800 

産科など特定の診療科に従事する医師の育成及び確保に向け、横浜市立大学医
学部の学生を対象とした修学資金の貸付を行う。 6,159 

56,522 

8,750 

12
病院群輪番制運営事
業

　二次救急医療圏ごとに市町村と医師会等が協力して実施する病院群輪番制の運
営事業に補助する。

244,889 

13
小児救急医療相談事
業

　夜間等における子どもの体調や病状の変化に関する電話相談体制を整備する。 19,735 

14
マンモグラフィ講習会
等事業

乳がん検診を実施する人材の育成・確保のため、マンモグラフィ講習会等の開催に
係る費用を補助する。

2,220 

看護職員の確保・養成 1,761,436 

　看護師等の養成・確保を図るため、民間立看護師等養成所等に対して、教員、事
務職員人件費等の運営費を補助する。

457,814 

看護師養成所の新築、増改築（改修を含む。）に要する工事費又は工事請負費に対
して補助する。

321,605 

　厚木看護専門学校に対して、教員、事務職員人件費等の運営費を補助する。 26,963 

15
看護師等養成支援事
業

11
産科等医師確保対策
推進事業

産科勤務医等の処遇改善とその確保を図るため、分娩手当を支給する病院、診療
所及び助産所に対し補助を行う。

10
医師等確保体制整備
事業

5
在宅歯科医療連携拠
点運営事業
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概　要 R6執行予定額
区
分
体
系

№ 計画事業名

　医療機関等の実習指導者講習会等受講経費や、実習受入施設の代替職員
経費への補助を行う。

17,859 

　看護師等の資質向上を推進するため次の各項目の事業を実施する。
　・質の高い看護職員を育成するための検討、
　　看護職員の就業状況を把握する。
　・看護師の仕事や看護職の資格取得についての小冊子を作成し、啓発活動を
行う。
　・看護職員の職種別及び看護管理者等、対象別に看護実践能力向上のため
の研修事業等を実施する。
　・理学療法士、作業療法士、放射線技師の実習指導者等の資質向上のため
の研修を行う。

12,845 

　看護師等の資質向上のための研修会を支援する。 542 

　病院において新人看護職員の実践能力を獲得させる研修への支援を行う。 98,098 

病院での移乗支援、移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション、入浴支
援のいずれかの場面において使用することで、効率化や負担軽減などの効果
がある機器の導入に対し、経費の一部を補助する。

107,049 

看護職員へのタスクシフトを推進するため、看護業務の効率化・省力化を図るた
めのICT導入支援に係る補助を行う。

172,800 

看護補助者確保に向け、県内の看護補助者に関する調査を行うほか、県民向
けのモニタリング調査を実施する。

3,830 

医師・看護師等の離職防止と再就職促進のため、病院内保育事業の運営費に対し
て補助する。

379,033 

院内保育施設整備に対して補助する。 7,718 

　看護師等養成施設の専任教員、臨地実習に必要な実習指導者及び認定看護師
等を養成する。

28,406 

　看護専任教員の仕事の魅力を広く発信するとともに、看護専任教員に興味のある
看護師を対象とした研修等を実施することで看護専任教員として働く意志がある者
を増やし、看護専任教員の成り手の増加を図る。

9,175 

18
潜在看護職員再就業
支援事業

潜在看護職員の再就業の促進のため、普及啓発、相談会及び見学会等を開催し、
求人から採用までを支援する新たな取組みを進め、離職者の再就業を促進する。

16,542 

　看護師等の確保・定着のため、看護師等養成施設等の在学者へ、修学資金の貸
付けを行う。

44,820 

保健師養成施設等に在学する者で、卒業後、県内の地方公共団体で保健師として
就業する意思を有する学生に対して、修学資金を貸与する。

48,000 

　県内で理学療法士等として就業しようとする人材を育成するため、学生に修学資
金を貸与する。

3,600 

20
重度重複障害者等支
援看護師養成研修事
業

看護職員や看護学生に対して、福祉現場における看護の必要性についての普及啓
発と、医療ケアが必要な重度重複障害者等に対する看護についての知識や技術を
習得するための研修を実施し、重度重複障害者等のケアを行う専門看護師の養成
確保、人材の定着を図る。

4,037 

21
精神疾患に対応する
医療従事者確保事業

県内の精神科病床を有する病院の新人看護職員を対象に、臨床についての研修を
行い早期離職の防止を図ると共に、中堅看護職員を対象に、最新の精神科看護に
ついての研修を行い、時代の変化に対応する看護職員を養成する。

700 

16 院内保育所支援事業

17
看護実習指導者等研
修事業

15
看護師等養成支援事
業

19
看護職員等修学資金
貸付金
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概　要 R6執行予定額
区
分
体
系

№ 計画事業名

歯科関係職種の確保・養成 4,265 

22
がん診療医科歯科連
携事業

これまで実施してきた研修・検証事業で得られた知見を踏まえつつ、がん診療にお
ける医科歯科連携の研修資材兼患者説明用リーフレットを作成し、医療従事者から
患者へ説明し配付する。

1,049 

23
歯科衛生士・歯科技
工士人材養成確保事
業

　歯科衛生士・歯科技工士の人材確保並びに今後一層重要となる在宅歯科医療の
人材育成の研修に対して補助する。

2,819 

24
歯科衛生士確保・養
成事業

地域の団体等が実施する研修事業に対し補助する。 397 

薬科関係職種の確保・養成 5,000 

25
薬剤師確保計画検討
調査事業

病院薬剤師の確保に向けた現状分析・課題等について委託調査を行う。 5,000 

255,340 

26
医療機関食材料費高
騰対応費

食材料費の高騰による負担を軽減し、チーム医療を推進する病院及び有床診療所
を支援する。

255,340 

区分Ⅵ　勤務医の労働時間短縮 1,386,650 

勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備 1,386,650 

27
地域医療勤務環境改
善体制整備事業

医療機関が医師の労働時間短縮に向けた取組を総合的に実施する事業に対し必
要な費用を支援する。

1,386,650 

合　計 6,043,961 

物価高騰支援
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1 

 

令和２年度・４年度・５年度の国財源における活用事業の事後評価について 

＜Ｒ２・４・５年度の国財源にて行った事業＞ 

 施策・項目 目標 達成状況 改善の方向性 

病
床
の
機
能
分
化
・
連
携 

地域医療構想

の達成に向け

た医療機関の

施設又は設備

の整備 

【R4・5】 

◇回復期病床への転換助成や、

医療機関に対する、回復期病床

への転換を促すためのセミナ

ー・相談会や個別支援の実施、

地域医療介護連携ネットワーク

の構築。 

 

・回復期病床の整備数：295床 

（令和５年度） 

 

・意見交換会・検討会等開催 

回数延べ40回程度 

（令和５年度） 

 

・地域医療介護連携ネットワ 

ークに参加する医療機関数 

211施設（令和４年度） 

→ 294施設（令和５年度） 
 

 

 

 

 

 

 

 

・回復期病床の整備数：84床 

（令和５年度） 

 

・意見交換会・検討会等開催回 

数延べ40回程度 

（令和５年度） 

 

・地域医療介護連携ネットワー 

クに参加する医療機関数 

181施設（令和４年度） 

→ 240施設（令和５年度） 

 

 

 

 

 

 

 

・医療機関の理解促進を

図ることなどとあわせ

て、人材の確保・養成

を推進していくこと

で、今後の病床の機能

分化・連携を推進して

いく。 

・新設された地域包括医

療病棟について、主に

回復期機能を提供する

病棟を今年度以降の補

助対象とすることで、

回復期病床転換の促進

を図る。 

 

在

宅

医

療

の

推

進 

居宅等におけ

る医療の提供 

【R5】 

◇在宅医療を提供できる医療機

関や事業所等の増加、従事す

る人材の育成などにより、在

宅医療提供体制を充実させ

る。 

 

・訪問診療を実施している診療 

所・病院数 

1,455（平成27年度） 

→ 2,139（令和５年度） 

 

・在宅療養支援診療所・病院数 

930（平成29年） 

→ 1,302（令和５年度） 

 

・在宅看取りを実施している診 

療所・病院数 

694（平成27年度） 

→ 1,020（令和５年度） 

 

・訪問歯科診療を実施している 

歯科診療所数 

725箇所（平成26年度） 

→ 982箇所（令和５年度） 

 

 

 

 

 

 

・訪問診療を実施している診療 

所・病院数 

1,360以上（令和４年度） 

 

 

・在宅療養支援診療所・病院数 

972（令和４年度） 

 

 

・在宅看取りを実施している診 

療所・病院数 

736以上（令和４年度） 

 

 

・訪問歯科診療を実施している 

歯科診療所数 

 1,420機関（令和３年度） 
※データの最新値が更新されていない 

 

 

 

 

 

 

・地域により医療資源に

差があることなどを踏

まえ、県が市町村や医

師会等と連携し、在宅

医療・介護連携推進事

業を担う市町村を支援

するとともに、在宅医

療の提供体制の整備を

推進していくことで在

宅医療従事者の増加に

結び付けていく。 

 

参考資料３－３ 
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2 

 

 施策・項目 目標 達成状況 改善の方向性 
為、令和３年度情報を記載 

医

療

従

事 

者

の

確

保 

医師の確保 

【R5】 

◇医師不足、産科や小児科など

の特定の診療科や地域による

偏在などの解消 

 

・休日・夜間における小児二次

救急医療体制の確保ができて

いるブロック数 

14ブロック(県内全域)の維持 

 

 

 

 

 

・休日・夜間における小児二次

救急医療体制の確保ができて

いるブロック数  

14ブロック（令和５年度） 

 

 

看護職員の 

確保 

【R4・5】 

◇神奈川県の人口 10 万人当た

りの就業看護職員数は全国平

均と比べ低い水準であるた

め、養成、離職防止、再就業

支援により、看護人材を確保

することを目標にする。 

 

・看護職員等修学資金借受者の

県内就業率 

95％以上の維持(令和５年度)  

 

・県内院内保育施設数 

 120施設以上の維持 

 

 

・届出登録者の増加 

3,850件（平成30年度） 

→ 6,650件（令和５年度） 

 

・重度重複障害者等支援看護師 

養成研修の修了者 

20人（令和５年度） 

 

 

・認知行動療法等を実践できる 

看護職員として育成した人数 

 

新人看護職員対象研修受講者  

70名（令和５年度） 

中堅看護職員対象研修受講者  

50名（令和５年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・看護職員等修学資金借受者の

県内就業率 

集計中（令和５年度） 

 

 

・県内院内保育施設数 

 115施設以上の維持 

（令和５年度） 

 

・届出登録者の増加 

3,850件（平成30年度） 

→ 7,538件（令和５年度） 

 

・重度重複障害者等支援看護師

養成研修の修了者 

23人（令和５年度） 

 

・認知行動療法等を実践できる

看護職員として育成した人数 

 

新人看護職員対象研修受講者 

47名（令和５年度） 

中堅看護職員対象研修受講者  

30名（令和５年度） 

 

 

 

 

 

 

 

・県内の保健医療人材の

育成・確保に向け、看

護職員等を目指す学生

に対し、更なる制度周

知を図り、より効率

的・効果的に事業に取

り組んでいく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・認知行動療法に関する 

研修について、令和６

年度は引き続き認知行

動療法等を実践できる

看護職員を育成するた

め、多くの参加を促す

よう努める。 

 

68



3 

 

 施策・項目 目標 達成状況 改善の方向性 

 

歯科関係人材

の確保 

【R5】 

◇今後需要増が見込まれる在宅

歯科医療に対応できる人材も

不足しているため、再就業支

援、養成・育成により、必要

な歯科医療人材を確保するこ

とを目標とする。 

 

・在宅療養者に対して口腔咽頭

吸引を実施する県内の歯科衛

生士数の増加 

 30名（令和５年度） 

 

・県内養成校の定員充足率 

 100％（令和５年度） 

 

 

 

 

 

 

 

・事業実施団体の意向により、

歯科衛生士・歯科技工士に対

する研修事業は未実施 

 

 

・県内養成校の定員充足率 

 65.6%（令和５年度） 

 

 

 

 

 

 

 

・県内の高校性を対象に

広告を掲載すること

で、専用サイトの閲覧

につなげ、養成校の情

報に興味を寄せる機会

を作ったことから、引

き続き、同取組みを行

う。 

勤

務

医

の

働

き

方

改

革 

勤務医の労働

時間短縮に向

けた体制の整

備 

【R2・5】 

◇医療機関に対し、地域医療提

供体制を確保できる適切な時

間外労働時間上限水準の適用

と、将来的な勤務医の労働時

間縮減 

 

・事業後に直近３か月の平均超

過勤務時間が事業前と比べて

減少した医療機関  

53％（令和元年） 

→ 目標100％（令和６年） 

 

 

 

 

 

・事業後に直近３か月の平均超

過勤務時間が事業前と比べて

減少した医療機関  

84％（令和３年） 
※データの最新値が更新されていない

為、令和３年度情報を記載 
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病棟編成の変更について

2024.12.9(月) 

牧野記念病院 院長 土田明彦

病棟編成の背景

➊ 地域包括ケア病棟では、同時に複数の緊急入院 (高齢者医療)の

受入が困難

→13対1の看護配置では患者様の対応に限界がある

➋急性期病棟(高齢者医療)のニーズが多い↑

→救急や高齢者施設等からの緊急入院のお断りが発生している
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参考資料５

01111542
長方形



機能別 病床稼働率

急性期 82.1% 急性期 93.5%

回復期 84.9% 回復期 85.9%

慢性期 98.3% 慢性期 91.7%

2024年度 上半期

機能別の
病床数

機能別の
病床数

2023年度

340 523
854

570

1196

1869

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2021年度 2022年度 2023年度

⼊院あり ⼊院なし

910

1719

2723

397

1799
2078

お断り件数

救急車受入れの推移
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病棟編成変更の流れ

区別 機能 許可病床 区別 機能 許可病床 区別 機能 許可病床

本館4階
障害
10:1

慢性期 50 本館4階
障害

10対1
慢性期 50 本館4階

障害
10対1

慢性期 50

本館3階
急性期
10対1

急性期 32 本館3階
地域ケア
13対1

回復期 32 本館3階
地域ケア
13対1

回復期 32

本館2階
地域ケア

13:1
回復期 49 本館2階

急性期
10対1

急性期 49 本館2階
地域医療
10対1

急性期 49

東館4階
急性期
10対1

急性期 14 東館4階
急性期
10対1

急性期 14 東館4階
急性期
10対1

急性期 14

東館3階
急性期
10対1

急性期 28 東館3階
急性期
10対1

急性期 28 東館3階
急性期
10対1

急性期 28

東館2階
急性期
10対1

急性期 10 東館2階
急性期
10対1

急性期 10 東館2階
急性期
10対1

急性期 10

計 183 計 183 計 183

急性期 84 急性期 101 急性期 101

回復期 49 回復期 32 回復期 32

慢性期 50 慢性期 50 慢性期 50

機能別の
病床数

機能別の
病床数

機能別の
病床数

現行
①1月～ ②3月以降

※本館3 と 本館2 を入替 ※本館2を 地域包括医療病棟 へ変更

病棟編成変更の流れ（補足説明）

①現行

東館（急性期）、本館2階（地域包括ケア）、本館3階（急性期）、本館4階（障害者）

の4病棟。本館3階の病棟内に透析室があるため、32床と病床が少ない。

②1月以降

急性期病床を増やすため、本館2階と本館3階を入れ替える。急性期病床が

17床増加し、地域包括ケアが17床減少する。

③来年3月以降

本館2階を新設された地域包括医療病棟にするために、保険上の施設基準を

満たした上で6か月後に届出を行う。
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まとめ

当院は高齢者医療を中心とした医療を提供しております。しかし、
報告した通り支障が出てきております。

地域の医療ニーズに対応するためには、地域包括ケア病棟で対応
困難な状況を改善する必要があります。

そのため急性期病棟の1つを地域包括医療病棟(病床数も拡大)に
変更し、現在お断りしている患者様の入院をお受けすることで、地
域の医療ニーズに応えていきたいと考えております。

何卒、ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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